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 平成１５年１月２７日から、厳しい金融・経済情勢のもと、経営状況は良好だが、第三者保証人を依頼でき

ないことなどにより借入を断念し、資金繰りに支障をきたしている生活衛生営業者に対して、貸付利率に上乗

せ利率を加えることを条件に、担保・保証人用件の緩和がなされることとなりました。 

 概要は以下のとおりです。 

 

 

融資対象者 

次のすべての要件に該当する方 
 
(1) 税務申告を 2期以上行っていること 
(2) 所得税等を期限内に完納していること 
(3) 業況等から第三者保証人及び担保を徴する必要がないと判断される方 

貸付限度額 １０００万円 

貸付期間 
運転資金 ５年以内（特に必要と認められる場合は 7年以内） 

設備資金１０年以内 

貸付利率 各貸付制度の利率＋０．７％（平成 15年 1月 27日現在） 

担保・保証人 

 
 
申込人の関係者が徴求される。 
 
①法人の場合 
 代表者のほか必要に応じ、家族、役員又は従業員 
 
②個人の場合 
 申込人の家族又は従業員 

 

生衛貸付における第三者保証人等を不要とする特例措置 



 
 
 

 一般貸付 振興事業貸付 生活衛生改善貸付 

融資 

対象者 

常時使用する従業員が

5人以下の事業規模で、

一定の要件を満たし、生

衛組合の理事長の推薦

を受けた方 

資金 

使途 
設備資金 

融資 

限度額 

550万円 

ほか450万円 

（別枠：Ｈ15.3.31迄） 

利率 年1.35％ 

融資 

期間 

7年以内 

（うち据置6ヶ月以内） 

保証人 無担保・無保証 

業種別 

融資限度額 

設備資金 

飲食店、喫茶店、食肉販売、

食鳥肉販売、氷雪販売、理

容業、美容業 

7,200万円 

クリーニング業 

1億2,000万円 

興行場、サウナ営業 

2億円 

旅館、簡易宿所 

4億円 

一般公衆浴場 

3億円 
(2施設以上は4億8,000万円) 

 

運転資金 

国民生活金融公庫の 

普通貸付   4,800万円 

設備資金 

飲食店、喫茶店、食肉販売、

食鳥肉販売、氷雪販売、理

容業、美容業 

1億5,000万円 

クリーニング業 

3億円 

興行場 

7億2,000万円 

旅館、簡易宿所 

7億2,000万円 

一般公衆浴場 

1億5,000万円 
(一般貸付とは別枠) 

 

運転資金 

全業種 

5,700万円 必要 

書類 

生活衛生同業組合理事

長の推薦書 

 
 

特例貸付 

利率 

年1.65％ 

資金の使いみちや返済期間

によって異なる利率が適用

されます。 

 

年0.9％ 

資金の使いみちや返済期間

によって異なる利率が適用

されます。 

運転資金は年1.65％ 融資 

対象者 

全業種 

(対象設備の業種指定) 
 万円 

融資期間 
13年以内 

（うち据置1年以内） 
※一般公衆浴場は30年以内 

設備：18年以内 

  （うち据置2年以内） 

運転：7年以内 

  （うち据置1年以内） 

返済方法 
元金均等または 

元利均等返済 

元金均等または 

元利均等返済 

保証人 原則として1名以上 原則として1名以上 

担保など 
必要に応じて提供していた

だきます 

必要に応じて提供していた

だきます 

資金 

使途 

と 

融資 

限度額 
(上乗せ) 

食品ﾘｻｲｸﾙ施設 
 
環境対策関連施設 
（H17.3.31迄） 
・消防設備 
・大気汚染防止 
施設 
・汚水等処理施設 
 
福祉増進関連施設 
 
雇用安定等施設 
・労働環境整備 
施設 
・事業展開支援資
金(H15.3.31迄) 

1,500 
 
 
 
3,000 
 
3,000 
3,000 
 
1,500 
 
 
 
3,000 
 
3,000 

必要書類 
府知事の推薦書 

（申込金額が300万円超） 

振興事業にかかる理事長の

資金証明書 

利率 年0.9～1.15％ 

融資 

期間 

設備：15年以内 
※一般公衆浴場は30年以内 

運転：7年以内 

保証人 原則として1名以上 

担保 

など 

必要に応じて提供して

いただきます 

必要 

書類 
時短計画書、確認書など 

申込手続き 

既存事業 

京都府生活衛生課 → 

   国民生活金融公庫 

新規事業 

生活衛生営業指導センター 

→ 京都府生活衛生課 → 

    国民生活金融公庫 

生活衛生同業組合支部→ 

生活衛生同業組合本部→ 

国民生活金融公庫 
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生活衛生資金貸付一覧表  H15.1.10現在 



 

生活衛生経営安定貸付 
 

経営支援資金 
運転資金 

円滑化資金 

金融環境 

変化資金 

生活衛生 

返済緊急資金 

特別貸付 

振興計画の認定を受けた組合員 

融資対象者 

 

売上減少等の 

業況悪化を 

きたしている方 

 

売上減少等 

一定の要件を 

満たす方 

取扱期間 

平成15年3月31日迄 

 

取引金融機関との取

引状況の変化等一定

の要件を満たす方 

 

 

一定の要件に該当

する方 

 

取扱期間 

平成15年 

3月31日迄 

資金使途 

 

経営基盤の強化を図

るために 

必要な運転資金 

 

・一時的な業況悪化に

より支障をきたしてい

る資金繰りを安定させ

るために必要な運転資

金 

 

・取引先企業の倒産等

に伴う、営業債権等の

回収困難、売上減少等

のため、 

緊急に必要な 

運転資金 

 

金融機関との取引状

況の変化に伴ない必

要とする運転資金 

 

・㈱整理回収機構に

繰上返済を行うため

に必要な資金を含

む。 

 

現在、利用中のご融

資金について、借入

申込日から 1年間

に支払う元金と利

息の返済に充当す

るための資金 

融資限度額 

振興事業貸付 

(運転資金)と 

合わせて 

5,700万円 

運転資金別枠 

4,000万円 

運転資金別枠 

3,000万円 

1年間に支払う元

金と利息の合計額

に相当する金額 

利率 年1.65％ 年1.7％ 年1.65％ 年1.65％ 

融資期間 5年以内（特に必要と認められる場合7年） 

担保及び保証人 

原則として保証人1名以上 

※個別生活衛生関係営業者の実情に応じ、 

無担保無保証等の信用保証協会の保証も含め、弾力的に取扱。 

必要書類 理事長の資金証明書 
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【使い方】 
 入力されているセルの個数を数える関数です。 
 
 

 
 

 

 

 

   

  

 

 マイクロソフト「エクセル」（表計算ソフト）は、今やほとんどの 
パソコンに入っています。このエクセルをよりよく活用するためには、

エクセル関数というものをある程度覚えておく必要があります。 
このコーナーで少しずつ取り上げていきますので、お役立て下さい。 

個数（COUNT関数） 
＝COUNT（値1,値2・・） 

 COUNTは「数える」という意味のとおり、 
指定した範囲の中に、数値が入力されている 
セルがいくつあるかを数えてくれる関数です。 
 答えを出したいセルを選択し、左図の「＝」

をクリック、そのあと『COUNT（ 』のあと
に、個数を求める範囲を指定します。 
 左図の場合、B18のセルを選択し、○印のつ
いた「＝」をクリックして入力します。カッコ

内は、B3から B17までという意味です。 
 今までの関数と指定の方法は同じです。 

 

 数えられるのは、数値、日付など限られたも

のとなっており、エラーになった数値は数えら

れません。 

 
 

 活用方法としては、左図のような出勤日数を数える

であるとか、営業日数を数えるなどがあります。 

 アンケートにも利用できますが、この関数では、入

力された個数を返すだけなので、例えば＜「１」と入

力されたセルはいくつあるか？＞についてはわかりま

せん。その場合は『COUNTIF』という関数を使います。 

これについてはまたいずれご紹介いたします。 

その④ 

訃 報 
当指導センター 常務理事 

京都府生活衛生同業組合協議会  副会長 

京都府喫茶飲食生活衛生同業組合  理事長 

 

田中 敏之 氏 
 

本年 1月 27日午後 2時 50分、逝去されました。 

謹んでご冥福をお祈りいたします。 


